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お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み

募 

集

◆
◆
◆

各
種
自
衛
官
採
用
試
験

●
予
備
自
衛
官
補（
一
般
公
募
）

・
募
集
人
数
／
約
５
２
０
人

・
受
付
期
間
／
１
月
７
日（
月
）
～
４
月

12
日（
金
）（
必
着
）

・
試
験
期
日
／
４
月
20
日（
土
）
～
４
月
24

日（
水
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
１
日
指
定

・
受
験
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳

以
上
34
歳
未
満
の
者

●
予
備
自
衛
官
補（
技
能
公
募
）

・
募
集
人
数
／
約
60
人

・
受
付
期
間
／
１
月
７
日（
月
）
～
４
月

12
日（
金
）（
必
着
）

・
試
験
期
日
／
４
月
20
日（
土
）
～
４
月

24
日（
水
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
１
日

指
定

・
受
験
資
格
／
国
家
免
許
資
格
等
保
有
者

で
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上
55
歳

未
満
の
者

※
該
当
資
格
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
自
衛
官
候
補
生

・
募
集
人
数
／
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

・
受
付
期
間
／
２
月
22
日（
金
）
ま
で

・
試
験
期
日
／
２
月
23
日（
土
）

・
受
験
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
者

問
防
衛
省・
自
衛
隊
和

歌
山
地
方
協
力
本
部 

有
田
募
集
案
内
所　

☎
８
２
‐
６
６
３
１

案 

内

◆
◆
◆

五
郷
出
張
所
の

開
所
時
間
が
変
わ
り
ま
す

４
月
１
日（
月
）以
降
、五
郷
出
張
所（
川

合
２
４
７
）
の
開
所
時
刻
を
13
時
～
17
時

15
分
に
変
更
し
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室

第
14
回
有
田
川
駅
伝
大
会

声
援
を
お
願
い
し
ま
す
！

●
開
催
日
／
３
月
３
日（
日
）

●
コ
ー
ス

・
A
コ
ー
ス
／
ふ
れ
あ
い
の
丘
ス
ポ
ー

ツ
パ
ー
ク（
９
時
30
分
ス
タ
ー
ト
）
～

き
び
ド
ー
ム

・
B
コ
ー
ス
／
吉
備
庁
舎
西
側
付
近（
９

時
40
分
ス
タ
ー
ト
）
～
き
び
ド
ー
ム

有
田
川
町
の
春
の
風
物
詩
と
な
っ
た
駅

伝
大
会
を
今
年
も
開
催
し
ま
す
。
ご
通
行

の
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
沿
道
で
の
声
援
が
、
選
手
た
ち

を
奮
い
立
た
せ
ま
す
。
皆
さ
ま
の
応
援
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
コ
ー
ス
上
で
の
路
上
駐
車
は
、
交
通
の
妨

げ
と
な
り
ま
す
の
で
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
社
会
教
育
課

公
道
に
張
り
出
し
て
い
る

樹
木
な
ど
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

道
路
を
管
理
し
て
い
く
上
で
、町
民
の
皆
さ

ま
の
協
力
が
大
き
な
支
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。

生
け
垣
や
木
の
枝
が
道
路
に
張
り
出
す

と
、
通
行
し
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、
道
路

標
識
が
見
え
に
く
く
な
る
な
ど
、
交
通
事

故
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。、

ま
た
、
台
風
・
大
雨
時
に
は
倒
木
や
樹
木

の
散
乱
な
ど
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に
危

険
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防

止
し
、皆
さ
ま
が
安
心
し
て
生
活
す
る
た
め

に
も
、公
道
上
に
張
り
出
し
た
樹
木
な
ど
は

所
有
者
の
責
任
と
し
て
せ
ん
て
い
や
伐
採
を

す
る
な
ど
、適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
建
設
課
・
金
屋
庁
舎
産
業
課

「
チ
ェ
ッ
ク
し
な
く
ち
ゃ
。
最
低
賃
金
」

●
最
低
賃
金
の
名
称
／
和
歌
山
県
最
低
賃
金

●
最
低
賃
金
額
／
時
間
額
８
０
３
円

●
効
力
発
生
日
／
平
成
30
年
10
月
１
日

●
適
用
範
囲
／
和
歌
山
県
内
で
働
く
す
べ

て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者

仮
に
最
低
賃
金
額
よ
り
低
い
賃
金
を
労

使
合
意
で
定
め
て
も
、
法
律
に
よ
り
無
効

と
さ
れ
、
最
低
賃
金
額
と
同
額
の
定
め
を

し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
。

問
和
歌
山
県
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
７
３
‐
４
８
８
‐
１
１
５
２


